
900万円以下
（1,095万円以下)

900万円超
950万円以下
（1,095万円超

　　　　1,145万円以下）

950万円超
1,000万円以下
(1,145万円超

　　　　1,195万円以下)

住民税 33万円 22万円 11万円

所得税 38万円 26万円 13万円

住民税 38万円 26万円 13万円

所得税 48万円 32万円 16万円

住民税 33万円 22万円 11万円

所得税 38万円 26万円 13万円

住民税 33万円 22万円 11万円

所得税 36万円 24万円 12万円

住民税

所得税

住民税

所得税

住民税

所得税

住民税

所得税

住民税

所得税

住民税

所得税

住民税

所得税

住民税

所得税
0円0円0円

※納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることは
できません。

2万円4万円6万円

3万円 2万円 1万円

130万円超
133万円以下

(1,971,999円超
2,015,999円以下)

133万円超
（2,015,999円超)

16万円 11万円 6万円

11万円 8万円 4万円

26万円 18万円 9万円

21万円 14万円 7万円

配
偶
者
控
除

老人控除対象配偶者
※70歳以上

31万円 21万円 11万円

58万円以下
(1２３万円以下)

58万円超
95万円以下

（1,230,000円超
1,600,000円以下)

95万円超
100万円以下

(1,600,000円超
1,650,000円以下)

配
偶
者
特
別
控
除

100万円超
105万円以下

(1,650,000円超
1,700,000円以下)

105万円超
110万円以下

(1,700,000円超
1,750,000円以下)

110万円超
115万円以下

(1,750,0009円超
1,800,000円以下)

115万円超
120万円以下

(1,800,000円超
1,850,000円以下)

120万円超
125万円以下

(1,850,000円超
1,903,999円以下)

125万円超
130万円以下

(1,903,999円超
1,971,999円以下)

改正後の配偶者控除と配偶者特別控除の控除額

令和８ 年度（令和７年分）以降

　 配偶者の合計所得金額
  ※（　）内は収入が給与収入
      のみの場合の配偶者の
      給与収入金額

納税者本人の合計所得金額
※（　）内は収入が給与収入のみの場合の納税者本人の給与収入金額

税目



令和８年度から適用

所得税 住民税

63万円

61万円

51万円

41万円 41万円

31万円 31万円

21万円 21万円

11万円 11万円

6万円 6万円

3万円 3万円

特定親族特別控除額

特定親族の合計所得金額

１２０万円超　１２３万円以下

１１５万円超　１２０万円以下

１１０万円超　１１５万円以下

１０５万円超　１１０万円以下

１００万円超　１０５万円以下

９５万円超　１００万円以下

９０万円超　９５万円以下

８５万円超　９０万円以下

５８万円超　８５万円以下

45万円


